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作成日：令和 7年 7月 1日 

 

 

 

子ども発達センターたっく重要事項説明書 

保育所等訪問支援事業 

 

 

 

 

＊重要事項説明書は、当施設とサービス利用契約の締結を希望される方に対して施設の概要や 

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 
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子ども発達センターたっく 
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1.サービスを提供する事業者 

名称 社会福祉法ひかりの園 

所在地 浜松市中央区根洗町 681番地の 5 

電話番号 053—437-8289 

代表者名 理事長 栗本 昌紀 

設立年月日 昭和 47年 10月 13日 

 

2.利用施設 

施設の種類 児童発達支援センター 

施設の名称 子ども発達センターたっく 

施設の所在地 浜松市中央区大久保町 5388番地の 1 

電話番号・FAX TEL：053-485-6122 FAX：053-485-6115 

施設長 西尾 崇嗣 

児童発達支援管理責任者 堀内 智美 ・ 寺澤 和美 

施設の運営方針について 理念 

□児童憲章の精神に基づき、原則浜松市全域の発達が気になる乳幼児

の療育を担う。 

□家庭と協力し合って、こどもの健やかな成長を図る。 

□保護者の期待にこたえうるよう常に職員の資質向上に努め、情報を

公開する。 

 

たっくは児童憲章の精神を尊び、幼児期の発達支援を行い、保護者が

安心して子育てできるよう、個々の目標や願いの達成に努める。 

（１） 児童の成長発達を促すため、家庭との連携を密にし、保護者・

当施設の相互理解を深めるため円滑な意思の疎通を図る。 

（２） 各児童の発達状態に応じた療育の充実を図る。 

（３） 地域の中での生活できる力を支援するため、各関係機関と連携

を図りながら事業をすすめていく。 

（４） こどもの状況と保護者や家族の願いを共有し、今できているこ

とを保護者と職員とが確認し、あきらめず、楽しく、療育の創

造・工夫に努め、今できることを積み重ねる。 

開所年月日 平成 25年 4月 1日 

 

3.職員の配置状況                      

職種 常勤 非常勤 

1.施設長（管理者） １名  

2.児童発達支援管理責任者 ２名  

3.保育士・児童指導員 ４名 ２名 

4.事務員   １名  

合計 ８名 ２名 
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職員の有する資格（上記以外・兼務） 

保育士         ７名 児童発達支援管理責任者   ６名  

社会福祉士       ２名  相談支援専門員       １名 

 

4.当事業が提供するサービス内容 

（1）幼稚園・保育園・こども園・学校を訪問し、お子さんの園や担当者と一緒に考え、支援方法につ

いて共通理解を図る。また、保護者の意向に合わせた支援の調整等 

（2）各機関との連携調整支援 

（3）言語聴覚士、作業療法士、保育士、心理等専門職が関わったサービス 

（4）その他保護者及び関係機関との協議により必要と認めたサービス 

 

5.サービスの開始 

（1）利用申し込みは、サービス利用申し込みを提出の上、お住まいの区の社会福祉課に申請してくだ

さい。その後、相談支援事業所にて面接を行い、計画案を作成します。区役所で給付決定を行っ

た後、当施設と契約をし、利用が開始されます。 

（2）上記のサービス内容の内、随時行っておりますサービスについては、直接当施設にお申し込みく

ださい（申請書等の提出を含めて）。 

（3）サービス内容の利用方法に協議が必要なものについては、個々にサービス利用面接を実施し、決

定します。 

 

6.サービスの終了 

（1）利用者・保護者の都合でサービスを終了する場合 

・サービス終了の１ヶ月前までに文書でお申し込下さい。 

（2）当施設の都合でサービスを終了する場合 

・やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があります。この場合サービス

終了１ヶ月前までに文書で通知します。 

 

7.利用料金  

□施設サービス利用料（保育所等訪問支援給付費） 

（1）保育所等訪問支援給付費 月 2回（最大） 

（2）訪問支援員特別加算 （発達支援の業務従事 10年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事 5年

以上の職員が行った場合と発達支援の業務従事 5 年以上 10 年未満又は保育所等訪問支援等の業

務従事 3年以上 5年未満の職員が訪問支援を行った場合で加算が異なります） 

（３）保育所等訪問初回加算（サービスの利用を開始した月に児童発達支援管理責任者が行った場合） 

（４）多職種連携加算（訪問員と一緒に専門職員が 2名で訪問をした場合） 

（５）ケアニーズ対応加算（訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児の支援や

医療的ケアを支援の中で行った場合） 

（６）強度行動障害児支援加算（強度行動障害支援者がそれを有する児に支援を行った場合） 

（７）利用者負担上限額管理加算（事業者が利用負担合計額の管理を行なった場合） 

（８）特別地域加算（中山間域等に移住している者に対して訪問支援を行った場合） 

（９）家族支援加算Ⅰ  家庭訪問（1時間以上か未満かで加算が異なります） 

            個人面談（施設での対面の相談援助等）オンラインでの相談援助 
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（10）家族支援加算Ⅱ（グループ単位の対面援助、オンラインの相談援助） 

（11）関係機関連携加算（関係機関と連携し個別支援計画を作成する為に会議を開催した場合） 

（12）福祉・介護職員等処遇改善加算（福祉職員の処遇を改善するための加算です） 

 

◆保育所等訪問支援給付費 

基
本
部
分 

Ⅰ発達支援の業務従事10年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以

上 
1921単位 

Ⅱ発達支援の業務従事５年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事３年以上

5年未満 
1771単位 

Ⅲその他 1071単位 

▽該当する場合、給付費の基本部分が変更になります 

一人の訪問員が複数の児に支援した場合 

Ⅰの職員が行った場合 1787単位 

Ⅱの職員が行った場合 1647単位 

Ⅲの職員が行った場合 996単位 

▽該当する場合、次の加算が追加されます 

初回加算 200単位 

多職種連携加算（月 1回を限度） 200単位 

ケアニーズ対応加算 120単位 

強度行動障害児支援加算 200単位 

利用者負担上限管理加算（月 1回を限度） 150単位 

特別地域加算 

基本部分Ⅰの職員の場合 288単位 複数児 268単位 

基本部分Ⅱの職員の場合 266単位  247単位 

基本部分Ⅲの職員の場合 161単位  149単位 

▽実施した場合、次の加算が追加されます ※オンラインについては導入方法を検討段階です。 

家族支援加算（Ⅰ） 

（月２回を限度） 

イ．居宅を訪問（1時間以上） 300単位 

ロ．居宅を訪問（1時間以内） 200単位 

ハ．事業所等で対面 100単位 

二．オンライン※ 80単位 

家族支援加算（Ⅱ） 

（月４回を限度） 

イ．事業所等で対面 80単位 

ロ．オンライン※ 60単位 

関係機関連携加算（月 1回を限度） 150単位 

 

ここまでの合計が所定単位となります。この単位に以下の加算が追加されます。 

・単位合計×10.19（一単位単価）＝利用金額となり、自己負担金額は無償化対象児を除き、利用金額

の一割です。（負担上限月額以上の負担はありません。各ご家庭の負担上限月額は児童通所サービス

受給者証をご確認ください） 

・浜松市の地域区分は７級地となり、一単位単価は 10.19 円です。浜松市より利用料金の承認を受け

ています。 

 

福祉・介護等処遇改善加算 1月につき、所定単位×129／1000 
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8.お支払い方法 

利用者負担金は、サービス利用月末に締め、当施設より請求します。 

【支払い方法】 

・当施設より預金口座振替依頼書をお渡しします。引き落とし口座の登録をお願いします 

・翌々月の２７日（休日の場合はよく営業日）に登録していただいた口座より引き落としします。自

動払込が行われた場合は通帳に「ヒカリノソノ」と印字されます。印字をもって領収完了とさせて

いただきます。後日領収書が送付されますが、再発行は行いません。 

・引き落としができない場合はご連絡しますので、事務所窓口でお支払いください。 

 

9.利用料金の変更について 

当施設は、国の法律の変更があった場合は、保護者に文書で通知することにより利用料及び食費等の

単価の変更（増額または減額）を申し入れることができます。 

①保護者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、お互いに

取り交わします。 

②事業所は料金変更の了解を得られるよう説明等努力したにもかかわらず、保護者が料金の変更を承

諾しない場合、当施設に対して文書で通知することにより本契約を解除することができます。 

 

10.苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の担当者が受け付けます。 

◇ 苦情受付担当者  児童発達支援管理責任者    寺澤 和美・堀内 智美 

◇ 苦情解決責任者  施設長            西尾 崇嗣 

◇ 受付時間     毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００ 

（２）第三者委員 

○ 小出 隆司  ℡４７５－０４４８ 浜松市中央区和合町１７６－２０４ 

○ 久保田 翠  ℡４７６－０７０３ 浜松市中央区富塚３９１６－５０  

（３）静岡県福祉サービス運営適正化委員会 

〒４２０－８６７０ 静岡市葵区駿府町１－７０県総合福祉会館内 

電話・ＦＡＸ共 ０５４－６５３－０８４０ 

 

11.虐待対応窓口について 

児童福祉法第２５条や児童虐待防止法の規定により、虐待を確認した際には児童相談所への通告義務

があります。 

その上で、当施設では虐待対応の問い合わせについて適切に対応する体制を整えています。 

 

当施設における虐待の受付 

当施設における虐待のご相談は以下の担当者が受け付けます。 

◇ 虐待対応責任者    西尾 崇嗣 

◇ 虐待対応受付担当者  瀧  楓 
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12.個人情報保護 

（1）個人情報保護に関する規程 

①個人情報補助に関する規程については、個人情報の管理規定及び開示規定に定めます。 

②当施設における個人情報に関する相談窓口は以下の担当者が受け付けます。 

◇ 個人情報窓口担当者  ひかりの園  法人本部 

◇ 個人情報担当者    主任     堀内 智美・寺澤 和美 

◇ 個人情報管理者    施設長    西尾 崇嗣 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理者及び重要事項説明書作成者 

子ども発達センターたっく  施設長  西尾 崇嗣 


